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「
竹
島
」
の
記
述
に
関
す
る
質
問
主
意
書

高
校
新
学
習
指
導
要
領
の
地
理
歴
史
解
説
書
に
「
竹
島
」
の
文
言
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
、
教
科
調
査
官
等
が
作
成
す
る

原
案
に
お
い
て
は
「
竹
島
」
の
文
言
が
記
述
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

教
育
は
子
供
の
人
格
的
発
展
に
資
す
る
だ
け
で
な
く
、
明
日
の
主
権
者
を
育
成
す
る
と
い
う
意
味
を
有
す
る
重
要
な
事
柄
で

あ
る
。

ま
た
、
政
策
決
定
は
そ
の
結
果
同
様
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
そ
の
過
程
が
重
要
で
あ
る
。
国
民
主
権
の
下
で
は
政
府
の
情

報
は
国
民
の
も
の
で
あ
り
、
公
開
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

高
校
新
学
習
指
導
要
領
の
地
理
歴
史
解
説
書
の
原
案
に
「
竹
島
」
の
文
言
は
記
述
さ
れ
て
い
た
か
。

二

そ
の
存
否
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
如
何
。

三

仮
に
、
右
原
案
に
「
竹
島
」
の
文
言
が
記
述
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
誰
が
ど
の
段
階
で
「
竹
島
」
の
文
言
を
削
除
し
た
の

か
。

四

こ
の
解
説
書
の
決
定
が
な
さ
れ
た
政
務
三
役
会
議
の
議
事
録
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
公
開
を
求
め
る
。一



五

四
の
議
事
録
が
公
開
さ
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


